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中野区地域包括支援センター運営方針（以下、「本運営方針」という。）は、地域の高齢

者の心身の健康の維持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健・

福祉・医療の向上及び増進を包括的に援助・支援することを目的とする地域包括支援セン

ター（以下、「支援センター」という。）の運営にあたり、受託者が遵守すべき基本的事項

及び事業内容を定めたものである。 

 

Ⅰ 基本的事項 

 

１ 利用対象者 

概ね６５歳以上の高齢者並びにこれらの者の家族及びその他の介護者、支援者（以下、

「高齢者等」という。） 

なお、利用者負担は無料とする。 

 

２ 担当地域 

別表１のとおり 

なお、担当地域外の高齢者等からの相談があった場合も一旦受け付け、当該地域の支

援センターとの調整を行うものとする。 

 

３ 実施日等 

（１）実施日・時間 

    月曜日～土曜日 

    実施時間 午前８時３０分から午後５時まで 

（２）休業日 

ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

ウ １月２日及び同月３日 

エ １２月２９日から同月３１日まで 

（３）実施時間外及び実施しない日の体制 

実施時間外及び実施しない日においても、緊急時の電話相談は受け付けるものとす

る。緊急時の電話相談に備え、あらかじめ関係各機関と協議し、連絡方法その他必要

な事項について定めておかなければならない。 
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４ 職員配置 

（１）包括的支援事業担当者 

「中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例（平成２

７年条例第１２号）」に基づく職員数を配置する。 

ア 保健師その他これに準ずる者１名、社会福祉士その他これに準ずる者１名、主任介

護支援専門員（省令第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門

員をいう。）その他これに準ずる者１名を、常勤で配置する。 

イ アに加え、支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね

６，０００人以上７，０００人未満の場合には上記３職種のいずれか２名、おおむ

ね７，０００人以上の場合には上記職種のいずれか３名を、常勤で配置する。 

ウ また、上記の他、当該支援センターが担当する区域の実情に応じ、上記の配置する

職員に加え、運営上必要な常勤の職員を置くものとする。 

（２）介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）担当者 

介護予防支援事業の業務量に見合った職員数を配置する。 

（３）指定介護予防支援事業担当者 

「中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年

条例第１１号）」に基づく職員数を配置する。 

（４）生活支援コーディネーター 

    生活支援コーディネーター業務の業務量に見合った職員数を配置する。 

    配置する専門職は保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員又は介護支

援専門員のいずれかとする。 

（５）認知症地域支援推進員 

   認知症総合支援に係る職員を配置する。なお、兼務を可とする。 

    配置する職員は、以下のア又はイのいずれかに該当し、かつ認知症地域支援推進

員研修（新任者研修又は現任者研修）を受講済み（同新任者研修を受講予定でも可）

であること。 

ア 認知症の医療又は介護における専門的な知識及び経験を有する保健師、看護師、精

神保健福祉士、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員又は介護福祉士

等。 

イ 前号に掲げる者以外の者であって、認知症の医療又は介護の専門的知識及び経験

を有すると区が認めた者。 
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（６）兼務について  

指定介護予防支援事業所の管理者（常勤換算０.１）に関しては、包括的支援事業

を担当する職員が兼務することが可能である。  

なお、（１）～（５）の体制を満たした場合、包括的支援事業について、十分かつ

適切に実施されていることを前提としたうえで、支援センター運営全般（包括的支援

事業、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援事業）の安定を勘案し、業務間

におけるチームアプローチの視点から、それぞれの事業担当者の兼務を可とし、密接

な連携を図るものとする。 

（７）従事者名簿等の提出 

   契約後速やかに、非常勤を含む全担当者の名簿及び履歴書（資格要件が確認でき

るもの）を提出すること。受託期間中に担当者を変更した場合には、速やかに更新し

た名簿等を提出すること。 

 

５ 業務執行体制 

（１） 受託者は、支援センター共通の課題について中野区とともに解決に向けて努力

すること。 

（２） 受託にあたっては、中野区の高齢者支援施策の最前線を担うという自覚を持ち、

公正・中立な事業運営に努めること。 

（３） 包括的支援事業担当者（三職種）は、支援センター運営時間中において相談支援

業務等を実施できる体制の確保をすること。 

（４） 日常生活圏域（別表２参照）ごとに行う地域包括ケア関連の事業・会議等への出

席要請があった場合にはこれに応じ、また、地域の状況把握とともに、地域の関係

者との信頼関係構築に努めること。 

（５） 高齢者等の各種の相談に適切に応じられるよう、常に関係各機関との連絡を密

にし、連携を図ること。 

（６） 職員の資質の向上を図るため、職場研修等を実施するとともに、中野区が主催す

る研修会や情報交換会等に参加する。また、専門知識の習得や人材育成を目的と

して、職員を専門分野研修会などへ参加させること。 

 

６ 事業運営 

（１） 自己評価等の実施（第三者評価の受審など）により業務改善に取り組むこと。 

（２） 委託期間開始・終了にあたっては円滑な引継ぎのための業務を行うこと。 

（３） 苦情については、真摯に受け止め、処理状況を報告すること。 
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（４） 事故・緊急時は、迅速、適正な処置を行い、必要な場合は中野区に指示を求め、

終了後は処理状況を報告すること。 

（５） 事務室等 

ア 事務室については職員が事務を行うことができるスペースを確保する。 

イ 相談室については地域包括支援センター内に相談室としてのスペースを確保する。 

（６） 支援センター間の情報共有や区との連絡・調整を目的とした担当者会に出席す

ること。 

（７） 中野区地域包括支援センター運営協議会 

ア 運営協議会での協議内容、決定事項に沿った運営を行う。 

イ 運営協議会の求めに応じて、事業計画等を提出する。 

ウ 運営協議会の求めに応じて、会議に出席する。 

 

７ 事業報告 

  下記の事業報告については、区が指定した日時までに提出すること。 

（１） 事業計画書及び収支予算書 

（２） 事業報告書及び決算書 

（３） 地域包括支援センター運営協議会への事業実施状況報告 

（４） 運営委託費確認書（地域支援事業交付金） 

 

８ 経理 

   ４（６）の規定により包括的支援事業を担当者が、介護予防・生活支援サービス事業

又は介護予防支援事業を兼務した場合、兼務に係る人件費等は運営委託料には含まない。

運営委託料とは経理を明確に区分し、会計経理を行うものとする当該金額は「運営委託

費確認書（地域支援事業交付金）」により報告し、契約終了後 1 か月以内に返還すること。 

参考：「地域包括支援センターの運営費に関する地域支援事業交付金の算定方法につい

て」（平成２８年１１月２９日 老振発１１２９第２号） 

 

９ 個人情報の保護 

この事業の実施に際しては、個人情報の保護法等を遵守すること。 
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Ⅱ 事業内容 

 

１ 包括的支援事業 

（１）基本業務 

ア 総合相談支援業務 

（介護保険法第１１５条の４５第２項第１号） 

高齢者等に対する相談支援業務を行う。 

（ア） 相談援助台帳の整備（中野区要支援者台帳情報システムを含む） 

    相談内容は、すべて中野区が提供する地域包括支援センター業務支援システ

ムに登録すること。 

（イ） 高齢者に係る区のサービスについての情報提供 

（ウ） 介護予防に関する相談、指導、助言 

（エ） 保健福祉サービス等の相談、申請代行・受理、関係機関との連絡調整 

イ 権利擁護業務 

（介護保険法第１１５条の４５第２項第２号） 

高齢者等に対する権利擁護業務を行う。権利擁護事業相談・支援全般について、 

より専門的な助言が必要な場合は、法務支援事業を活用すること。 

（ア） 成年後見制度の利用に関する相談 

・本人･家族からの相談や実態把握によって、その高齢者の心身の状況や生活状

況等から、成年後見制度の利用について検討する。 

・地域のネットワークの中で、区等と連携して支援する必要がある場合は、権利

擁護に関するケース検討会議を開催する。 

・より専門的な助言や技術的支援が必要な場合は、社会福祉協議会の権利擁護事

業（成年後見支援センター、アシストなかの）に相談し、必要に応じて連携す

る。 

・中野区や社会福祉協議会と連携し、成年後見制度（法定後見・ 任意後見）を普

及させるための広報や説明会の取組を行う。 

（イ） 消費者被害の防止 

・消費生活センターと情報連携を図る等、日常的に消費者被害に関する情報を収

集し、消費者被害の防止を目的とした関係機関への周知や啓発活動を行う。 

・消費者被害に関する相談を聞き取り、被害に遭った高齢者の被害回復および再

発防止のために警察・消費生活センター・弁護士等につなげる等の支援を行う

こと。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（介護保険法第１１５条の４５第２項第３号） 
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高齢者等に対する長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う。 

（ア） 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

・ケアプランに関わる日常的、個別的な相談について支援を行う。 

・サービス担当者会議の開催支援を行う。 

（イ） 担当区域内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対する支援 

・地域の介護支援専門員が持つ支援困難ケースに指導､助言を行う。 

・担当区域内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員との情報交換及び日常的な

連絡調整を行う。 

・地域での介護支援専門員のネットワークを構築する。 

エ 介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業） 

居宅要支援被保険者等（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス  

計画に係る介護予防支援を受けている者を除く。）に対する介護予防・日常生活支援

総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）を行う。（介

護保険法第１１５条の４５第１項第 1 号ニ） 

（ア） 要支援者及び事業対象者（以下「要支援者等」という）に対して、介護予防

及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の

状況に応じて、その選択に基づき、要支援者等の状況にあった適切なサービス

が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うこと。 

（イ） 適切なアセスメントの実施により、要支援者等の状況を踏まえた目標を設定

し、要支援者等本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービス

を主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・

生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成すること。 

（ウ） ケアプランの作成に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業のみならず、

その他の地域支援事業や地域の社会資源を活用して、要支援者等が無理なく、

地域の中で生きがいや役割を持ちながら、目標を達成できるよう努めること。 

（エ） 定期的に目標の達成度についての評価､見直しを行い、要支援者等の気持ち

に寄り添いながら、次の段階に進めるよう支援を行うこと。 

（オ） ケアマネジメントの居宅介護支援事業所への一部委託にあたっては、公正 

でスムーズな委託に努めること。ただし、委託できるケアマネジメントは、原

則的なケアマネジメントに限る。 

（カ） 具体的な実施方法は、「介護予防・日常生活支援総合事業 

における介護予防ケアマネジメントの実施及び介護予防手帳の活用について」

の一部改正について(令和４年９月１３日老認発０９１３第２号厚生労働省老

健局認知症施策・地域介護推進課長通知) 及び中野区総合事業対応手順書・介

護予防ケアマネジメントの手引きを参考とする。 



7 
 

 

（２）関連業務 

ア 認知症の人及び家族への支援業務 

  認知症地域支援推進員を中心に以下の取組を行うこと。 

（ア） 認知症の人やその家族を支えるため、関係機関と連携を取りながら継続的な

支援を行う。なお、若年性認知症の人への支援については、若年性認知症相談

窓口（地域包括ケア推進課）と連携を取ること。 

（イ） より専門的な助言や技術的支援が必要な場合は、認知症初期集中支援チーム

等を活用し、支援を行う。 

（ウ） 地域住民や関係機関等に対して、認知症サポーター養成講座や認知症予防講

座等の実施を通じて、認知症に関する正しい知識の普及啓発等を行う。 

（エ） オレンジカフェ、チームオレンジ等への支援を行う。また、関係機関等と協

働して、認知症の有無に関わらず誰もが住み慣れた地域で尊厳と希望を持って

暮らし続けられるような地域づくりを目指し、認知症に関する取組の推進に努

めること。 

イ 在宅療養者への支援 

（ア） 在宅療養者やその家族に対し、在宅療養相談窓口（地域包括ケア推進課）や

関係機関と連携をとり、適切な支援につなげる。 

（イ） 地域住民や関係機関等に対して、区と協力して、在宅療養に関する正しい知

識の普及啓発を行う。 

（ウ） 在宅医療介護連携を推進するため、在宅療養を支える多職種間のコミュニケ

ーションツールである医療介護情報連携 ICT システムを活用すること。シス

テムは、区が指定するものを使用すること。 

ウ 生活支援コーディネーター業務 

（ア） 高齢者通いの場等に出向き、虚弱高齢者情報等を積極的に収集する。 

（イ） 地域のネットワークを活用し、既存の社会資源やニーズを把握した上で、必

要に応じ地域の社会資源マップとリストを作成する。 

（ウ） 複雑化、複合化した個別事例の解決策を検討するため、区のアウトリーチチ

ームと連携した上で地域ケア個別会議を開催する。 

（エ） （ウ）から見える地域課題の見える化と発生した地域課題を解決する団体の

設置と運営に関与する。 

（オ） ネットワーク強化に向けた取組として区が開催する各種会議や講演会に構成

員として参加する。 

（カ） 区の生活支援コーディネーターと連携し、地域づくりや高齢者の社会参加及

び生活支援を推進する。 
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２ 指定介護予防支援（介護保険法第１１５条の２２により実施する事業） 

「中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年条例第

１１号）」に基づき実施する。 

 

３ その他業務 

（１）養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の業務 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「法」という。）

に基づく委託業務（法第１7 条）  

ア 高齢者及び養護者への相談・指導及び助言を行う（法第６条） 

イ 通報・届け出の受理をする（法第７条、８条）   

ウ 高齢者の安全の確認その他の事実確認をする（法第９条第１項） 

エ 養護者に対する相談、指導、助言その他必要な対応を実施する（法第１４条） 

オ 第三者による財産上の不当取引による高齢者被害の相談、関係機関の紹介をする 

（法第２７条） 

    具体的な実施方法は、契約締結後に提供する『中野区高齢者虐待対応マニュアル 』

を参照。 

（２）在宅福祉事業事務 

ア 自立支援住宅改修・日常生活用具給付申請者について実態調査及び書類等作成 

する。 

報告先：中野区地域包括ケア推進課 

イ 援護者の支援にあたり、管轄地域外及び窓口開設時間外等に訪問業務等の必要 

が生じた場合は、管理者の判断に基づき、必要な業務を行う。 

報告先：中野区地域包括ケア推進課 

ウ 中野区高齢者実態把握事業要綱に基づく調査を実施する。 

報告先：中野区地域活動推進課 
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別表１ 

支援センター名 担当区域 

南中野 

地域包括支援センター 

南台全域、弥生町 1丁目 38 番 1～10,24,25 号,39 番、弥生町 2 丁目 36

番 7～9 号,37 番 5（一部）,9（一部）号,40 番 8 号,41 番 8 号,43～53

番、弥生町 3～6 丁目 

本町 

地域包括支援センター 

弥生町 1 丁目 1～37 番,38 番 11～23 号,40～60 番、弥生町 2丁目 1～

35 番,36 番 1～6,10～15 号,37 番 1～4,5（一部）,9（一部）,10～15

号,38,39 番,40 番 1～3,9～13 号,41 番 1～6,10～21 号,42 番 

本町 2 丁目 1～45,52,53 番、本町 3 丁目 1～26 番、本町 4 丁目 1～4,6

～48 番、本町 5・6丁目、中央 3 丁目 30～36 番、中央 4丁目 1～5 番、

6 番 1～12,17～29 号,7～10 番、中央 5 丁目 1～19 番,20 番 1～6,7（一

部）,13～15 号,21 番 6～15 号,27 番 1～13,25～34 号 

東中野 

地域包括支援センター 

本町 1丁目 1～14 番,15 番 1～6,11～22,25 号,16～32 番、中央 1丁目、

中央 2 丁目 7～23 番、東中野 1 丁目、東中野 2 丁目 1～8,17～28 番、

東中野 3 丁目 1～24 番、東中野 4・5丁目、上高田 1 丁目 1 番 1～24,26

～44 号,2 番 1～12,41～51 号,3 番 1～5号 

中野 

地域包括支援センター 

中央 2丁目 1～6 番,24～59 番、中央 3 丁目 1～29,37～51 番、中央 4 丁

目 6番 14,15 号,11～43 番,44 番 1～4,6～8,10～17 号,45～58 番,59 番

1～12,16 号,60,61 番、中央 5 丁目 20 番 7（一部）,8～11 号,21 番 1～

5 号,22～26 番,27 番 14～23 号,28～49 番、本町 2丁目 46～51,54 番、

本町 3 丁目 27～33 番、本町 4 丁目 5 番、東中野 2 丁目 9～16,29～36

番、中野 1丁目 1～53 番,54 番 1～5,9～13 号,55～63 番、中野 2 丁目、

中野 3丁目 1～33,34 番 1～8,12～19,22～32 号,35～50 番 

新 

地域包括支援センター

（仮称） 

中野 4～6 丁目、上高田 1丁目 1番 25 号,2 番 28～39 号,3 番 6～12 号,4

～50 番、上高田 2～4 丁目、新井 1 丁目 1～35 番、新井 2 丁目 1～8番,20

～35,37,38 番 

中野北 

地域包括支援センター 

中野 4丁目 22番 3号,23 番、新井 1丁目 36～43 番、新井 2 丁目 9～19

番,36,39～51 番、新井 3 丁目 1～37 番、新井 4･5 丁目、松が丘全域、

江原町全域、江古田 1 丁目 1～39 番、野方 1丁目 1～35,43～49,54～58

番、野方 2丁目、大和町 1 丁目 12～15 番、大和町 2 丁目 1,2 番、上高

田 5 丁目 

江古田 

地域包括支援センター 

新井 3丁目 38番、沼袋全域、江古田 1丁目 40～43 番、江古田 2～4 丁

目、丸山全域、野方 3･4 丁目、野方 5 丁目 1～6 番,7 番（1～4 号を除

く）,10～34 番,35 番 1,2 号、野方 6 丁目 1～35 番,36 番 13～15 号,40

番 1～3,15～22 号,41～44 番,45 番 11～17 号,47 番 1 号,48～51 番、若

宮 1 丁目 7 番 10～14 号,8 番 8（一部）,9～13 号,10 番,11 番 5～15

号,12～16 番,24～27 番 

鷺宮 

地域包括支援センター 

野方 1 丁目 36～42 番,50～53 番、野方 5 丁目 7 番 1～4 号,8,9 番,35

番,4～10 号、大和町 1 丁目 1～11 番,16～68 番、大和町 2 丁目 3～49

番、大和町 3・4 丁目、若宮 1 丁目 1～6番,7 番 1～9,15,16 号,8 番 1～

7,8（一部）,14～19 号,9 番,11 番 1,2 号,17～23,28～59 番、若宮 2・3

丁目、白鷺 1 丁目 

上鷺宮 

地域包括支援センター 

野方 6 丁目 36 番 1～12 号,37～39 番,40 番 5～14 号,45 番 1～10 号,46

番,47 番 2～16 号,52,53 番、白鷺 2・3丁目、鷺宮全域、上鷺宮全域 
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別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センター名 
日常生

活圏域 
管轄すこやか福祉センター 

南中野地域包括支援センター 
南部 

南部すこやか

福祉センター 
弥生町五丁目１１番２６号 

本町地域包括支援センター 

東中野地域包括支援センター 

中部 
中部すこやか

福祉センター 
中央三丁目１９番１号 中野地域包括支援センター 

新地域包括支援センター（仮称） 

中野北地域包括支援センター 
北部 

北部すこやか

福祉センター 
江古田四丁目３１番１０号 

江古田地域包括支援センター 

鷺宮地域包括支援センター 
鷺宮 

鷺宮すこやか

福祉センター 
若宮三丁目５８番１０号 

上鷺宮地域包括支援センター 


